
© 2019 KPMG Advisory (China) Limited, a wholly foreign owned enterprise in China and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広東・香港・マカオ・グレーターベイエリア（粤港澳大湾区）にお
ける新たな個人所得税優遇政策 ―  

外国ハイエンド人材及び不足人材を対象に個人所得税負担額の
差額に基づく補助金の支給と個人所得税の免除 

中国共産党中央委員会及び国務院は、2019年2月18日に「粤港澳大湾区発

展計画綱要」を配布した。粤港澳大湾区の発展を推進し、外国ハイエンド人材と

不足人材を大湾区（香港・マカオ・台湾地区を含む。以下同様）に誘致するた

め、財政部と国家税務総局は共同して、2019年3月14日付で「広東・香港・マカ

オ・グレーターベイエリア（粤港澳大湾区）における個人所得税優遇政策に関する

通知」（財税〔2019〕31号、以下、「31号文」）を公布した。 

 
注目ポイント 

31号文は、粤港澳大湾区の発展を支援し、「一国二制度」の実践を推進するた

めの個人所得税優遇政策であり、施行期間は5年間（2019年1月1日-2023年

12月31日）である。 

適用対象及び適用範囲 

31号文の適用対象は、広東省広州市、深圳市、珠海市、仏山市、恵州市、東

莞市、中山市、江門市、肇慶市の大湾区・珠江デルタ地域の9都市で働く外国

（香港、マカオ、台湾を含む）ハイエンド人材及び不足人材である。 

優遇政策 

広東省と深圳市は、中国大陸と香港における個人所得税負担額の差額に基
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づき補助金を支給する。また、当該補助金は、個人所得税の課税を免除す

る。 

その他の関連政策 

31号文の公布により「広東横琴新区の個人所得税優遇政策に関する財政部・
国家税務総局の通知」（ 財税〔2014〕23号）及び「深圳前海深港現代サー
ビス業協力区の個人所得税優遇政策に関する財政部・国家税務総局の通
知」（ 財税〔2014〕25号）は、2019年1月1日付に遡って廃止となる。 

KPMGの所見 

「人材」 の定義 

これまで、「人材」の判断基準に関して、中国国内及び国際的に統一した定義がないため、

広東省と深圳市は、現地のニーズ及び関連政策に基づき、外国ハイエンド人材及び不足

人材の定義に関する細則を策定する必要がある。 

現在、中国の各省、自治区、直轄市の人民政府外国人就労管理機関は、外国ハイエン

ド人材及び不足人材の誘致に際し、外専発〔2017〕218号文に準拠してRビザの発行を

行っている。今回の粤港澳大湾区における個人所得税優遇政策による人材誘致も既存

のRビザの発行基準を参照して「人材」認定するかどうかが注目される。 

個人所得税優遇税率 

添付資料1は、同一賃金所得に対し、中国大陸と香港における実効税率を比較

してたもので、新規政策のもとで取得できる補助金の割合を推計している。  

また、31号文は当該補助金が個人所得税課税の免除対象であることを明記して

おり、実務処理上の実行可能性を向上させている。 

優遇政策の実行可能性 

31号文の個人所得税優遇政策は、基本的に既存の珠海横琴及び深圳前海の個人

所得税負担額の差額に関する補助政策を参照した（添付資料2——珠海横琴及び

深圳前海の外国人材の個人所得税に関する補助政策の概要参照）。しかし、広東

省と深圳市は、具体的な実行規程（人材の判断基準とプロセス、税負担差額の算

定方法、税負担差額に対する補助金の申請手続及び期限など）について、現地のニ

ーズ及び関連政策に基づき、細則を策定する必要がある。 

粤港澳大湾区の発展を促進する効果 

• 粤港澳大湾区に集結する多国籍企業 

多国籍企業は、実務処理上実行可能性の高い31号文の公布を受けることになり、必

然的に粤港澳大湾区におけるその他の優遇政策と組み合わせて、粤港澳大湾区の事

業所設置基準を満たしつつ、企業の今後の発展に有利な事業展開を検討する必要が

あるだろう。 

• 粤港澳大湾区における経済及び民生産業の発展 

外国人材の流入に伴い、粤港澳大湾区内の金融、交通、旅行、社会インフラなどの

業界が急成長し、質の高い医療・教育資源が急速に粤港澳大湾区に流入する可能



© 2019 KPMG Advisory (China) Limited, a wholly foreign owned enterprise in China and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.  

性が高まる。 

KPMGは、今後も引き続き粤港澳大湾区に関連する政策を注視しながら、適時関連

政策の解説を提供します。粤港澳大湾区の最新動向について、企業並び個人の方々

は何時でもKPMGまでお気軽にお問い合わせください。 
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添付資料1：香港と中国大陸居住者の実効税率の比較 
 

月給 

（人民元） 

香港の個人所得税 

（実効税率） 

中国大陸の個人所得税 

（実効税率） 

税負担差額比率/ 

補助率 

50,000      11%    18%   7% 

80,000      13%    24%   11% 

100,000      14%    28%   14% 

120,000      15%    30%   15% 

150,000      15%    33%   18% 

 注記： 

1、中国における賃金所得の実効税率の算定は、所得税法上の居住者

を基準に、6万人民元の基礎控除額以外のその他の控除可能な項目を

勘案していない。 

2、香港の個人所得税率は2018/19年の独身納税者の税率表を基準

に、関連する控除額、免税額及び減税額を勘案していない。 

3、個人が自ら個人所得税を負担する場合、算定時に採用する為替レー
トは1人民元=1.1694香港ドルである。 

 
添付資料2：珠海横琴及び深圳前海の外国人材の個人所得税に関する補助政策の概
要 

 

 
香港・マカオ居住者の税負担差額
に対する珠海横琴の補助政策 

深圳前海の外国ハイエン
ド人材及び不足人材に
対する個人所得税に係る
補助政策 

適用対象 横琴で勤務、被雇用、又は独立し

た役務を提供する香港・マカオの永

住者 

認定条件に合致した外

国ハイエンド人材及び不

足人材 

業界制限 なし 前海の産業発展計画の

ニーズに適合する業界 
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適用される所得の
種類 

中国大陸におけるすべての個人所

得税課税所得の種類 

中国大陸の個人所得税

課税所得種類中の賃金

所得、役務報酬、原稿

報酬、ロイヤルティ及び経

営所得項目 

補助金の算定方法 中国大陸と香港・マカオの個人所得
税負担額の差額に基づき補助金を
支給する。補助金の算定方法は下
記のいずれかとなる。 

1 簡易算定方法：香港の居住

者は15%、マカオの居住者は

12%の税率に基づき算定する。 

2 総合算定方法：課税項目の
種類、香港・マカオの税制の主
旨を参照し、かつ個人の状
況、免税額、各種控除項目、
原価費用支出などを勘案して
税額を算定する。 

当該補助金は、個人所得税の課

税対象外となる。 

• 既に前海で納付した
個人所得税が課税
所得額の15％を超
過した部分に対して
補助金を支給する。 

• 当該補助金は、個

人所得税の課税対

象外となる。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共に新たなパワーを呼び込み、 
租税のルートも自ずから広がって行く。 
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